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第 章 総則 

趣旨  

第 条 条例 道路法 昭和 法律第 号 第 条第 号

掲 町村道 あ 本 道路管理者 あ 関

高齢者 害者等 移動等 滑化 促進 関 法律 成 法

律第 号 第 条第 項 規定 道路移動等 滑化基準 定

 

定義  

第 条 条例 用語 意義 移動等 滑化 必要 道



 

路 構造 関 基準 定 省 成 国土交通省 第

号 い 使用 用語 例  

第 章 歩道等 

歩道  

第 条 道路 自転車歩行者道 設 除 歩道 設

 

効幅員  

第 条 歩道 効幅員 瀬戸 道 構造 技術的基準 定 条例

成 瀬戸 条例第 号 第 条第 項 規定 幅員 値

 

 自転車歩行者道 効幅員 瀬戸 道 構造 技術的基準 定

条例第 条第 項 規定 幅員 値  

 歩道又 自転車歩行者道 歩道等 いう 効幅員

当該歩道等 高齢者 害者等 交通 状況 考慮 定

 

舗装  

第 条 歩道等 舗装 雨水 地 滑 浸透 構

造 道路 構造 気象状況 特別 状

況 や 得 い場合 い 限 い  

 歩道等 舗装 滑 水 良い

 

勾配  

第 条 歩道等 縦断勾配 パ セント

地形 状況 特別 理由 や 得 い場合 い

パ セント  



 

 歩道等 車両乗入 部 除 横断勾配 パ セント

前条第 項 書 規定 場合又 地形

状況 特別 理由 や 得 い場合 い パ

セント  

歩道等 車道等 分離  

第 条 歩道等 車道若 車道 接続 路肩 あ 場合 当該

路肩 車道等 いう 又 自転車道 接続 縁石線 設

 

 歩道等 車両乗入 部及び横断歩道 接続 部分 除 設

縁石 車道等 対 高 センチメ ト 当該歩道

等 構造及び交通 状況並び 沿道 土地利用 状況等 考慮 定

 

 歩行者 安全 滑 通行 確保 必要 あ 場合 い

歩道等 車道等 間 植樹帯 設 又 歩道等 車道等側 並木

若 柵 設  

高  

第 条 歩道等 縁石 除 車道等 対 高 センチメ

ト 標準 横断歩道 接続 歩道等 部

分 あ 限 い  

 前項 高 乗合自動車停留 及び車両乗入 部 設置 状況等

考慮 定  

横断歩道 接続 歩道等 部分  

第 条 歩道等 横断歩道 い 車道 接 部分 車椅子 使用

い 者 車椅子使用者 いう 通行 支 い構造

 



 

 横断歩道 接続 歩道等 部分 車椅子使用者 滑 転回

構造  

車両乗入 部  

第 条 第 条 規定 わ 車両乗入 部 う 第 条第 項

規定 基準 満 部分 効幅員 メ ト

 

第 章 立体横断施設 

立体横断施設  

第 条 道路 高齢者 害者等 移動等 滑化 必要 あ

認 箇 高齢者 害者等 滑 移動 適 構造

立体横断施設 移動等 滑化 立体横断施設 いう

設  

 移動等 滑化 立体横断施設 エ ベ タ 設

昇降 高 い場合 特別 理由 や

得 い場合 い エ ベ タ え 傾斜路 設

 

 前項 規定 ほ 移動等 滑化 立体横断施設

高齢者 害者等 交通 状況 必要 あ 場合 い エス

タ 設  

エ ベ タ  

第 条 移動等 滑化 立体横断施設 設 エ ベ タ 次

定 構造  

 籠 人 乗 昇降 部分 いう 条 い 同

法幅 ． メ ト 法奥行 ． メ ト

 



 

 前号 規定 わ 籠 出入口 複数あ エ ベ タ あ

車椅子使用者 滑 乗降 構造 開閉 籠 出

入口 音声 知 装置 設 い 限 あ

法幅 ． メ ト 法奥行 ． メ

ト  

 籠及び昇降路 出入口 効幅 第 号 規定 基準 適合

エ ベ タ あ センチメ ト 前号 規

定 基準 適合 エ ベ タ あ センチメ ト

 

 籠 車椅子使用者 乗降 籠及び昇降路 出入口 確認

鏡 設 第 号 規定 基準 適合

エ ベ タ あ 限 い  

 籠及び昇降路 出入口 戸 ラス 類

込 い 籠外 籠 視覚的 確認 構造

 

 籠 手 設  

 籠及び昇降路 出入口 戸 開扉時間 延長 機能 設

 

 籠 籠 停止 予定 階及び籠 現在 置 表示 装置

設  

 籠 籠 到着 階並び 籠及び昇降路 出入口 戸 閉鎖

音声 知 装置 設  

 籠 及び乗降口 車椅子使用者 滑 操作 置 操作

盤 設  

 籠 設 操作盤及び乗降口 設 操作盤 う 視覚 害者



 

利用 操作盤 点 貼 付 等 視覚 害者 容

易 操作 構造  

 乗降口 接続 歩道等又 通路 部分 効幅 ． メ ト

効奥行 ． メ ト  

 停止 階 あ エ ベ タ 乗降口 到着 籠

昇降方向 音声 知 装置 設 籠

籠及び昇降路 出入口 戸 開い 時 籠 昇降方向 音声

知 装置 設 い 場合 い 限 い  

傾斜路  

第 条 移動等 滑化 立体横断施設 設 傾斜路 踊場

含 同 次 定 構造  

 効幅員 メ ト 設置場 状況

特別 理由 や 得 い場合 い メ ト

 

 縦断勾配 パ セント 設置場 状

況 特別 理由 や 得 い場合 い パ セ

ント  

 横断勾配 設 い  

 二段式 手 両側 設  

 手 端部 付近 傾斜路 通 場 示 点 貼 付

 

 路面 滑 水 良い

 

 傾斜路 勾配部分 接続 歩道等又 通路 部分 色

輝 比 大 い 等 当該勾配部分 容易 識別



 

 

 傾斜路 両側 立 部及び柵 類 工作物

設 側面 壁面 あ 場合 い 限

い  

 傾斜路 面 歩道等 路面 間 ． メ ト 歩道等

部分へ 進入 防 必要 あ 場合 い 柵

類 工作物 設  

 高 センチメ ト 超え 傾斜路 あ 高 セ

ンチメ ト 踏幅 ． メ ト 踊場 設  

エス タ  

第 条 移動等 滑化 立体横断施設 設 エス タ

次 定 構造  

 専用 専用 設置  

 踏段 表面及び 板 滑 い  

 昇降口 い 枚 踏段 同一 面 あ 構造

 

 踏段 端部 周 部分 色 輝 比 大 い 等

踏段相互 境界 容易 識別  

 板 端部 踏段 色 輝 比 大 い 等 板

踏段 境界 容易 識別  

 エス タ 端及び 端 近接 歩道等及び通路 路面

い エス タ へ 進入 否 示  

 踏段 効幅 メ ト 歩行者 交

通量 少 い場合 い センチメ ト

 



 

通路  

第 条 移動等 滑化 立体横断施設 設 通路 次 定

構造  

 効幅員 メ ト 当該通路 高齢者 害者等

通行 状況 考慮 定  

 縦断勾配及び横断勾配 設 い 構造 理由

や 得 い場合又 路面 排水 必要 場合 い

限 い  

 二段式 手 両側 設  

 手 端部 付近 通路 通 場 示 点 貼 付

 

 路面 滑 水 良い

 

 通路 両側 立 部及び柵 類 工作物

設 側面 壁面 あ 場合 い 限

い  

階段  

第 条 移動等 滑化 立体横断施設 設 階段 踊場 含

同 次 定 構造  

 効幅員 ． メ ト  

 二段式 手 両側 設  

 手 端部 付近 階段 通 場 示 点 貼 付

 

 回 段 い 地形 状況 特別 理由

や 得 い場合 い 限 い  



 

 踏面 滑 水 良い

 

 踏面 端部 周 部分 色 輝 比 大 い 等

段 容易 識別  

 段鼻 突 出 原因 設 い構

造  

 階段 両側 立 部及び柵 類 工作物

設 側面 壁面 あ 場合 い 限

い  

 階段 面 歩道等 路面 間 ． メ ト 歩道等

部分へ 進入 防 必要 あ 場合 い 柵

類 工作物 設  

 階段 高 メ ト 超え 場合 い 途中 踊場

設  

 踊場 踏幅 直階段 場合 あ ． メ ト

場合 あ 当該階段 幅員 値  

第 章 乗合自動車停留  

高  

第 条 乗合自動車停留 設 歩道等 部分 車道等 対 高

センチメ ト 標準  

ベンチ及び 屋  

第 条 乗合自動車停留 ベンチ及び 屋 設

機能 替 施設 既 場合又 地形

状況 特別 理由 や 得 い場合 い 限

い  



 

第 章 自動車駐車場 

害者用駐車施設  

第 条 自動車駐車場 害者 滑 利用 駐車 用 供

部分 害者用駐車施設 いう 設  

 害者用駐車施設 数 自動車駐車場 全駐車 数

場合 あ 当該駐車 数 分 乗 得 数 全

駐車 数 超え 場合 あ 当該駐車 数 分

乗 得 数 加え 数  

 害者用駐車施設 次 定 構造  

 当該 害者用駐車施設へ通 歩行者 出入口 距離

短 置 設  

 効幅 ． メ ト  

 害者用 あ 旨 見や い方法 表示  

害者用停車施設  

第 条 自動車駐車場 自動車 出入口又 害者用駐車施設 設

階 害者 滑 利用 停車 用 供 部分 害

者用停車施設 いう 設 構造 理由

や 得 い場合 い 限 い  

 害者用停車施設 次 定 構造  

 当該 害者用停車施設へ通 歩行者 出入口 距離

短 置 設  

 車両へ 乗降 用 供 部分 効幅 ． メ ト

効奥行 ． メ ト 等 害者 安全 滑

乗降 構造  

 害者用 あ 旨 見や い方法 表示  



 

出入口  

第 条 自動車駐車場 歩行者 出入口 次 定 構造

当該出入口 近接 置 設 歩行者 出入

口 い 限 い  

 効幅 センチメ ト 当該自動

車駐車場外へ通 歩行者 出入口 う 出入口 効幅

． メ ト  

 戸 設 場合 当該戸 効幅 ． メ ト

当該自動車駐車場外へ通 歩行者 出入口 う 出入口

あ 自動的 開閉 構造 出入口 あ 車

椅子使用者 滑 開閉 通過 構造  

 車椅子使用者 通過 支 段 設 い  

通路  

第 条 害者用駐車施設へ通 歩行者 出入口 当該 害者用駐

車施設 至 通路 う 通路 次 定 構造

 

 効幅員 メ ト  

 車椅子使用者 通過 支 段 設 い  

 路面 滑 い  

エ ベ タ  

第 条 自動車駐車場外へ通 歩行者 出入口 い階 害者用駐

車施設 設 い 階 限 自動車駐車場 当該

階 停止 エ ベ タ 設 構造 理由

や 得 い場合 い エ ベ タ え 傾斜路

設  



 

 前項 エ ベ タ う エ ベ タ 前条 規定

出入口 近接 設  

 第 条第 号 第 号 規定 第 項 エ ベ タ 前

項 エ ベ タ 除 い 準用  

 第 条 規定 第 項 エ ベ タ い 準用  

傾斜路  

第 条 第 条 規定 前条第 項 傾斜路 い 準用  

階段  

第 条 第 条 規定 自動車駐車場外へ通 歩行者 出入口

い階 通 階段 い 準用  

屋根  

第 条 屋外 設 自動車駐車場 害者用駐車施設 害者用

停車施設及び第 条 規定 通路 屋根 設  

便  

第 条 害者用駐車施設 設 階 便 設 場合 当該便

次 定 構造  

 便 出入口付近 男子用及び女子用 区別 当該区別 あ 場

合 限 並び 便 構造 視覚 害者 示 点

案 板 設備 設  

 床 表面 滑 い  

 男子用 便器 設 場合 い 床置式 便器 壁

掛式 便器 受 口 高 センチメ ト 限

類 便器 設  

 前号 規定 設 便器 手 設  

 害者用駐車施設 設 階 便 設 場合 う



 

便 次 各号 掲 基準 い 適合  

 便 男子用及び女子用 区別 あ 便

高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 便 設

い  

 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 便 あ

 

第 条 前条第 項第 号 便 設 便 次 定 構造

 

 第 条 規定 通路 便 間 経路 通路 う

通路 同条各号 定 構造  

 出入口 効幅 センチメ ト  

 出入口 車椅子使用者 通過 支 段 設 い

傾斜路 設 場合 い 限 い  

 出入口 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造

便 設 い 表示 案 標識 設  

 出入口 戸 設 場合 い 当該戸 次 定 構造

 

ア 効幅 センチメ ト  

イ 高齢者 害者等 容易 開閉 通過 構造  

 車椅子使用者 滑 利用 適 広 確保  

 前条第 項第 号 便 次 定 構造  

 出入口 車椅子使用者 通過 支 段 設 い

 

 出入口 当該便 高齢者 害者等 滑 利用 適 構

造 あ 表示 案 標識 設  



 

 腰掛便 及び手 設  

 高齢者 害者等 滑 利用 適 構造 水洗器具 設

 

 第 項第 号 第 号及び第 号 規定 前項 便 い 準用

 

第 条 前条第 項第 号 第 号 第 号及び第 号並び 第

項第 号 第 号 規定 第 条第 項第 号 便

い 準用 場合 い 前条第 項第 号中 当該便

あ 当該便 読 替え  

第 章 移動等 滑化 必要 施設等 

案 標識  

第 条 交差点 駅前広場 移動 方向 示 必要 あ 箇

高齢者 害者等 見や い 置 高齢者 害者等 日常生活

又 社会生活 い 利用 認 官公庁施設 福祉施設

施設及びエ ベ タ 移動等 滑化 必要 施設

案 標識 設  

 前項 案 標識 点 音声 方法 視覚 害者 案

設備 設  

視覚 害者誘 用ブ ック  

第 条 歩道等 立体横断施設 通路 乗合自動車停留 及び自動車駐

車場 通路 視覚 害者 移動等 滑化 必要 あ 認

箇 視覚 害者誘 用ブ ック 敷設  

 視覚 害者誘 用ブ ック 色 黄色 周 路面 輝

比 大 い 等 当該ブ ック部分 容易 識別 色

 



 

 視覚 害者誘 用ブ ック 視覚 害者 移動等 滑化

必要 あ 認 箇 音声 視覚 害者 案 設備

設  

休憩施設  

第 条 歩道等 適当 間隔 ベンチ及び 屋 設

機能 替 施設 既 場合

特別 理由 や 得 い場合 い 限 い  

照明施設  

第 条 歩道等及び立体横断施設 照明施設 連続 設

夜間 当該歩道等及び立体横断施設 路面 照

十分 確保 場合 い 限 い  

 乗合自動車停留 及び自動車駐車場 高齢者 害者等 移動等

滑化 必要 あ 認 箇 照明施設 設

夜間 当該乗合自動車停留 及び自動車駐車場

路面 照 十分 確保 場合 い 限 い  

附 則 

施行期日  

 条例 成 日 施行  

経過措置  

 第 条 規定 歩道 設 道路 区間 う 一

体的 移動等 滑化 特 必要 道路 区間 い 街

化 状況 特別 理由 や 得 い場合 い 第

条 規定 わ 当分 間 歩道 え 車道及び 接続

路肩 路面 凸部 車道 狭窄部又 屈曲部

自動車 減 歩行者又 自転車 安全 通行 確保



 

道路 部分 設  

 第 条 規定 歩道 設 道路 区間 う 一

体的 移動等 滑化 特 必要 道路 区間 い 街

化 状況 特別 理由 や 得 い場合 い 第

条 規定 わ 当分 間 当該区間 歩道 効幅員

． メ ト 縮  

 移動等 滑化 立体横断施設 設 エ ベ タ 又 エス

タ 道路 区間 い 地形 状況 特別 理

由 や 得 い場合 い 第 条 規定 わ 当

分 間 当該区間 歩道等 効幅員 メ ト 縮

 

 地形 状況 特別 理由 や 得 い場合 い 第

条 規定 基準 適用 適当 い 認

当分 間 同条 規定 基準 い  

 地形 状況 特別 理由 や 得 い場合 い

第 条 規定 適用 い 当分 間 同条中 メ ト

あ メ ト  


